
令和２年４月１４日 

保護者の皆様へ 

          立田幼稚園 

             園長 上村龍渕 

  令和２年４月１４日時点における 

新型コロナウィルス感染拡大防止のための対応について 

 

 日本政府は、東京都をはじめ、多数の感染者が出ている７都府県に対し、新型コロナウイルスの感染拡大防止

対策の強化を図るための緊急事態宣言を発令しました。これにより、国民のウイルスに対する恐怖心は一挙に増

幅され、外出自粛のムードが急激に高まってきました。不要不急の外出を避け、テレワーク等の手段を講じて通

勤機会の減少を図る等、三密（密閉・密集・密接）防止の徹底が叫ばれています。 

 熊本県においても感染者が徐々に増えており、尚一層の外出自粛が求められています。幼稚園に関しては４月

８日に熊本市内の私立幼稚園、１３日には県下全地域の私立幼稚園に対し、家庭にて保育が可能な保護者に登園

自粛をお願いし、徹底した感染拡大防止に努めるように要請されました。 

 本園では新年度早々にも拘わらず多数の皆様に深いご理解とご協力をいただき、現在７割近いご家庭にご自宅

等での保育をしていただいております。皆様方に多大のご迷惑とご苦労をおかけしており、心苦しい限りではあ

りますが、何としてでもこの難局を皆様と共に乗り越えねばと、職員一同必死の覚悟で努力しているところです。 

 つきましては、連休明けまでを一区切りとして、当面の園運営を下記のようにすることといたしましたので、

お知らせします。現状にも増して皆様方には厳しい現実をお伝えしなければならず、申し訳ない思いで一杯です

が、人類が経験する戦後最大の危機に直面している状況ですので、園運営につきまして今一度ご理解いただけま

すよう、切にお願いいたします。 

 

記 

１．登園自粛要請の期間 

  令和２年４月９日～５月 6 日（水）まで 

２．登園について  

  自由登園とし、家庭にて保育が可能なご家庭は登園の自粛をお願いする。登園自粛の場合は「出席停止」 

 として取り扱い、欠席扱いはしない。 

３．保育時間について   

  令和２年４月２０日（月）～５月８日（金）までを午前中保育とし、昼食前の１１：３０降園とする。

（給食提供なし） 

４．スクールバスの運行について 

  令和２年４月２０日（月）～５月８日（金）まで運休する。 

５．預かり保育について 

  保護者の就労等にて必要な園児には、現状通り預かり保育を実施する。（早朝預かりも実施） 

６．その他 

  状況が変わった場合は、改めてメール等にてお知らせします。教職員は勤務しておりますので、ご不明 

 な点などはお電話にてお尋ねください。 


